
平
成
二
十
二
年
八
月
四
日
提
出

質

問

第

四

六

号

子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
基
本
制
度
案
要
綱
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

加

藤

勝

信
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子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
基
本
制
度
案
要
綱
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日
、
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
対
応
と
し
て
「
子
ど
も
・
子
育
て
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
閣

議
決
定
さ
れ
、
同
時
に
「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
検
討
会
議
」
が
設
置
さ
れ
た
。
同
会
議
で
は
、
幼
保
一
体
化
を
含
む

新
た
な
次
世
代
育
成
支
援
の
た
め
の
包
括
的
・
一
元
的
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
、
六
月
二
十
五
日
に

「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
基
本
制
度
案
要
綱
」
（
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
が
決
定
さ
れ
た
。

要
綱
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム
の
実
現
に
向
け
て
、
平
成
二
十
三
年
通
常
国
会
に
法
案
を
提
出
し
、
平
成
二
十
五

年
度
の
施
行
を
目
指
す
と
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
し
て
い
る
が
、
子
育
て
中
の
者
、
こ
れ
か
ら
子
育
て
を
し
よ
う
と
す
る
者
、

そ
の
他
多
く
の
関
係
者
か
ら
は
、
そ
の
内
容
に
対
し
て
強
い
関
心
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
大
き
な
懸
念
の
声
が
上
が
っ
て
い

る
。つ

い
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

要
綱
は
、
「
幼
稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
の
垣
根
を
取
り
払
い
（
保
育
に
欠
け
る
要
件
の
撤
廃
等
）
、
新
た
な
指

針
に
基
づ
き
、
幼
児
教
育
と
保
育
を
と
も
に
提
供
す
る
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
に
一
体
化
」
す
る
と
し
て
い
る
が
、
幼
保
一
体

化
を
行
う
目
的
は
何
か
。
保
育
所
の
待
機
児
童
を
削
減
し
、
家
庭
保
育
へ
の
サ
ー
ビ
ス
も
実
施
す
る
な
ど
の
内
容
が
示
さ
れ

一



て
い
る
が
、
保
育
所
の
整
備
・
多
様
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
で
は
な
く
、
幼
保
一
体
化
し
な
く
て
は
達
成
で
き
な
い
目
的

は
何
な
の
か
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

要
綱
は
、
「
幼
保
一
体
給
付
（
仮
称
）
の
各
サ
ー
ビ
ス
類
型
ご
と
に
、
事
業
者
を
指
定
し
、
指
定
さ
れ
た
事
業
者
が
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
仕
組
み
を
導
入
（
指
定
制
の
導
入
）
す
る
。
」
と
し
、
「
株
式
会
社
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
多
様
な
主
体
の
参
入

促
進
」
に
よ
り
基
盤
整
備
を
図
る
と
し
て
い
る
が
、
株
式
会
社
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
参
入
を
認
め
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
参
入
要
件
等
に
つ
い
て
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
福
祉
法
人
に
は

解
散
時
の
残
余
財
産
が
国
庫
に
帰
属
す
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
強
い
公
的
規
制
が
あ
り
、
株
式
会
社
と
は
法
人
と
し
て
の
性
格

が
大
き
く
異
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
福
祉
法
人
と
株
式
会
社
の
参
入
要
件
等
を
全
く
同
じ
と
す
る
の
か
。
さ
ら

に
、
社
会
福
祉
法
人
と
株
式
会
社
の
参
入
要
件
等
を
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
す
る
理
由
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

要
綱
は
、
幼
保
一
体
給
付
（
仮
称
）
の
給
付
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
「
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
可
能
な
仕
組
み
と
す

る
た
め
、
市
町
村
の
関
与
の
下
、
利
用
者
と
事
業
者
の
間
の
公
的
保
育
契
約
制
度
を
導
入
す
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
「
公

的
保
育
契
約
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
契
約
か
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
直
接
契
約
（
認
定
こ
ど
も
園
あ
る
い
は
幼
稚
園
に

二



お
け
る
保
護
者
と
園
の
間
の
契
約
等
）
と
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。

四

要
綱
は
、
「
既
存
の
特
別
会
計
（
勘
定
）
の
活
用
な
ど
に
よ
り
、
子
ど
も
・
子
育
て
勘
定
（
仮
称
）
を
設
け
、
各
種
子
ど

も
・
子
育
て
対
策
の
財
源
を
統
合
し
、
市
町
村
が
自
由
度
を
持
っ
て
必
要
な
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
子
ど
も
・

子
育
て
包
括
交
付
金
（
仮
称
）
と
し
て
、
市
町
村
に
対
し
て
必
要
な
費
用
を
包
括
的
に
交
付
す
る
。
」
と
し
、
「
市
町
村

は
、
子
ど
も
・
子
育
て
特
別
会
計
（
仮
称
）
に
お
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
包
括
交
付
金
（
仮
称
）
と
地
方
か
ら
の
財
源
を

あ
わ
せ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
給
付
を
行
う
。
」
と
し
て
お
り
、
こ
ど
も
園
等
に
対
す
る
給
付
で
あ
る
幼
保
一
体
給
付

（
仮
称
）
も
こ
の
中
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
子
育
て
包
括
交
付
金
（
仮
称
）
の
使
途
は
市
町
村
の
判

断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方
、
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
に
使
用
す
る
よ
う
市
町
村
に
対
し
使
途
に

関
す
る
指
示
が
な
さ
れ
る
も
の
と
期
待
す
る
向
き
も
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
子
育
て
包
括
交
付
金
（
仮
称
）
の
使
途

に
関
し
て
は
市
町
村
に
全
面
的
に
委
ね
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
ど
も
園
（
仮
称
）
な
ど
の
特
定
部
分
に
つ
い
て
一
定
額

を
使
用
す
る
よ
う
市
町
村
に
対
し
使
途
が
指
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
か
、
そ
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


